
５ 広報　さつま

　
昨
年
７
月
の
鹿
児
島
県
北
部
豪
雨
災
害
は
、
広
範
囲
に
わ
た
り
川
内

川
が
は
ん
濫
し
、
住
宅
や
店
舗
流
失
な
ど
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　
毎
年
、
集
中
豪
雨
や
台
風
な
ど
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
水
害
が
発
生

し
て
お
り
、
尊
い
命
と
多
く
の
財
産
が
犠
牲
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
、
雨
期
や
台
風
な
ど
、
雨
の
多
い
時
期
を
迎
え
ま
す
。
日

頃
か
ら
防
災
意
識
を
持
ち
、
「
い
ざ
」
と
い
う
と
き
に
慌
て
る
こ
と
な

く
、
対
応
で
き
る
準
備
が
必
要
で
す
。

　
５
月
１３
日
、
出
水
期
を
迎
え

る
ま
え
に
、
神
子
地
区
神
子
橋

下
流
の
河
川
敷
で
、
川
内
川
下

流
地
区
の
水
防
演
習
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
異
常
気
象
と
言
わ
れ
る
今
日
、

災
害
は
い
つ
ど
ん
な
と
き
に
発

生
す
る
か
予
測
が
つ
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
水
害
を
未
然
に
防
止
し
、

被
害
を
最
小
限
に
く
い
止
め
る

た
め
に
は
、
水
防
活
動
の
必
要

性
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
毎
年
５
月
１
日

か
ら
３１
日
の
１
ヶ
月
は
「
水
防

月
間
」
と
し
て
、
「
洪
水
か
ら

守
ろ
う
み
ん
な
の
地
域
」
を
テ

ー
マ
に
水
害
か
ら
国
民
の
生
命

と
財
産
を
守
る
た
め
、
水
防
の

重
要
性
と
水
防
思
想
の
普
及
を

図
り
、
水
防
に
対
す
る
理
解
と

協
力
を
深
め
て
い
ま
す
。

　
川
内
川
水
防
演
習
も
そ
の
一

つ
と
し
て
、
鶴
田
ダ
ム
下
流
域

の
自
治
体
、
各
防
災
関
係
機
関

が
、
昨
年
の
豪
雨
災
害
の
教
訓

を
生
か
し
て
、
堤
防
の
洗
掘
箇

所
の
拡
大
、
崩
壊
を
防
ぐ
た
め

の
様
々
な
水
防
工
法
の
演
習
や

人
命
救
助
な
ど
の
実
践
的
な
訓

練
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
写
真
：
表
紙
）

自助

共助

公助

自
主
防
災

自助とは，自分の命は自分で守ることです。災害時に自分や家族の安全確

保ができるようかねてから心がけましょう。

共助とは，地域ぐるみで，みんなで助け合うことです。これまでの災害で

も地域住民が協力して多くの安全確保が図られています。

公助とは，役場，消防機関，警察などの行政機関が主体となって災害の情

報収集や伝達，救助活動，避難所の開設・運営などを行うことです。

自
然
災
害

自
然
災
害
に
備
え
て


